
有毒部位が確実に除去されたものである旨の表示の信頼性の担保について
【 都 内 】

中央卸売市場
（卸・仲卸）

一般飲食店等

【 生産地 】

「有毒部位が確実に除去され
たものである旨」等の表示

他自治体

監視指導

【処理施設】

処理地の自治体の長が認める資格者

身欠きふぐ

東京都

有毒部位の除去が
不十分な身欠きふぐ

生産地への制度周知

●各自治体への協力依頼
●業界団体への周知

違反食品への対応

●生産地の自治体への
違反通報

●違反食品についての公表

監視指導の徹底

市場衛生検査所

確認調査

保健所

監視指導

違反食品
発 見

食品衛生法の遵守

●一般飲食店等に対する講習会による啓発

資料5

※法第20条違反

（公衆衛生に危害を及ぼすおそれ
がある虚偽表示等の禁止）

※法第6条違反（有毒な食品の提供）

責任大


